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(57)【要約】
【課題】部材など各要因の特性データを事前に取得する
必要なく、製品の検査結果と、部品の構成情報とから、
不具合の発生した要因を迅速に抽出可能な品質管理装置
を提供すること。
【解決手段】本発明の品質管理装置は、製品の検査結果
を格納する結果データベースと、前記製品の検査結果に
基づき、前記製品の検査結果に関連する前記製品の部品
を検索する部品検索手段と、前記検索された部品に基づ
き、前記検索された部品に関連する設計・生産情報を検
索する情報検索手段と、前記製品の検査結果と、前記検
索された部品と、前記設計・生産情報とに基づき、不具
合要因ごとの不具合への寄与度を算出する算出手段と、
前記不具合要因と、前記算出された寄与度とを紐付けて
表示する表示手段とを備えたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品の検査結果を格納する結果データベースと、
　前記製品の検査結果に基づき、前記製品の検査結果に関連する前記製品の部品を検索す
る部品検索手段と、
　前記検索された部品に基づき、前記検索された部品に関連する設計・生産情報を検索す
る情報検索手段と、
　前記製品の検査結果と、前記検索された部品と、前記設計・生産情報とに基づき、不具
合要因ごとの不具合への寄与度を算出する算出手段と、
　前記不具合要因と、前記算出された寄与度とを紐付けて表示する表示手段と
　を備えたことを特徴とする品質管理装置。
【請求項２】
　前記不具合要因は、部品のロット、部品を組み立てた工員、並びに製品を製造する際に
使用した装置及びソフトウェアのバージョンを含むことを特徴とする請求項１に記載の品
質管理装置。
【請求項３】
　前記品質管理装置は、前記製品とは異なる製品の検査結果を格納する他製品データベー
スをさらに備え、
　前記算出手段は、前記他製品の検査結果に基づき寄与度を算出することを特徴とする請
求項１又は２に記載の品質管理装置。
【請求項４】
　前記算出手段は、相加平均又は重回帰分析を用いて寄与度を算出することを特徴とする
請求項１乃至３の何れか１項に記載の品質管理装置。
【請求項５】
　表示手段は、CADシステム上で不具合要因の位置を特定できる画面を表示することを特
徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の品質管理装置。
【請求項６】
　結果データベースは、ネットワークを介して製品と接続されており、
　前記品質管理装置は、ネットワークを介して前記製品の検査結果を取得することを特徴
とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の品質管理装置。
【請求項７】
　品質管理装置によって実行される品質管理方法であって、
　結果データベースが更新されているか否かを判定するステップと、
　前記結果データベースが更新されていると判定された場合、部品検索手段が、前記結果
データベースから検査結果を取得するステップと、
　前記部品検索手段が、前記取得した検査結果を用いて部品構成情報データベースを検索
し、関連する部品及び／又は部品ユニットの情報を取得するステップと、
　情報検索手段が、設計・生産情報データベースを検索し、前記部品及び／又は部品ユニ
ットに関連する設計・生産情報を取得するステップと、
　算出手段が、前記検査結果と、前記部品及び／又は部品ユニットの情報と、前記設計・
生産情報とに基づき、不具合要因ごとの不具合への寄与度を算出するステップと、
　表示手段が、前記不具合要因と、前記算出された寄与度とを紐付けて表示するステップ
と
　を備えたことを特徴とする品質管理方法。
【請求項８】
　コンピュータを、請求項１乃至６の何れか一項に記載の品質管理装置として機能させる
ための、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、品質管理装置、品質管理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　製品の高度化、高機能化に伴い、部品点数の増加や製品の複雑化が進んでいる。そのた
め、製品に搭載されている部品のスペックのばらつきや組立て時のばらつきによって起こ
る不具合に対して原因を特定することが困難になってきている。不具合の発生が確認され
た場合は、不具合の原因を特定するため、不具合が発生した後で、使用している部品を一
つ一つ検証したり、組み立ての際に問題がなかったか否かを検証したりしなければならな
い。従って、不具合箇所の分析をするのに、多くの時間を要する。
【０００３】
　特許文献１に記載のシステムでは、製品を構成する部材において、電気的特性値及び機
械的特性値等の部材ごとに測定された特性データと、製品生産後に測定された製品全体の
特性値や性能値等の品質データとを品質情報蓄積手段で蓄積しておく。そして、特性デー
タと、品質データとを比較し、解析することで不良原因の追及を行う。
【０００４】
　また、特許文献２では、不具合の時系列分布から当該不具合の発生状態の特徴箇所を抽
出し、当該不具合と関係する複数の部品を特定する。さらに、特定した複数の部品の供給
元ごとの使用率の時系列分布から特徴箇所を抽出し、不具合発生状態の特徴箇所と、特定
した部品の特徴箇所との相関関係より部品の供給元を特定する手法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２１７０４８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１８２０１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術においては、製品を構成する各部材の特性データを事
前に取得しておく必要がある。ここで云う特性データとは、各部材を部材単体で検査した
検査結果のデータである。特性データとして、たとえば、ある電気部材に対して、ある検
査信号を入力した時の応答や性能値が、取得・蓄積される。そのため、特性データを事前
に取得していない部材は不具合要因の候補から外れてしまうため、その部材が不具合の要
因候補である場合は、従来のように一つ一つ部材を検査していかなければならない。また
、部材以外の要因、たとえば組み立て等の問題に対しては不具合分析を行うことができな
い。
【０００７】
　また、特許文献２の技術においては、使用率のみを使うため迅速な不具合原因の究明が
可能である。しかし、たとえば製品の組立てを複数の組立員で行っていて各組立員が同じ
生産割合で生産している場合、組立てばらつきによって不具合の発生率が高くても、生産
割合はすべての組立員で同じであるから、特許文献２の技術では、不具合要因として特定
できない。また、不具合の時系列分布の変化がなだらかな場合、使用率の変動もなだらか
に変動するので他の使用率の変化に埋もれてしまい、他の変動と区別できないため要因を
特定できないケースがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の品質管理装置は、製品の検査結果を格納する結
果データベースと、前記製品の検査結果に基づき、前記製品の検査結果に関連する前記製
品の部品を検索する部品検索手段と、前記検索された部品に基づき、前記検索された部品
に関連する設計・生産情報を検索する情報検索手段と、前記製品の検査結果と、前記検索
された部品と、前記設計・生産情報とに基づき、不具合要因ごとの不具合への寄与度を算
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出する算出手段と、前記不具合要因と、前記算出された寄与度とを紐付けて表示する表示
手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、部材など各要因の特性データを事前に取得する必要なく、製品の検査結
果と、部品の構成情報とから、不具合の発生した要因を迅速に抽出することができる。ま
た、本発明では、部品の使用率や組み立ての際の生産割合が同じであっても、各要因に対
して寄与度として算出されるため、これらを不具合要因として特定することができる。ま
た、他の使用率の変化に埋もれてしまうケースであっても、本発明では、要因である設計
・製造情報ごとに寄与度として数値化されるため、要因ごとに寄与度を表示して比較評価
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る品質管理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る品質管理装置の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図３】第１の実施形態に係る複写機の紙搬送経路の概略構成図である。
【図４】図３に示した紙搬送経路におけるセンサAと、センサBとのタイミングチャートで
ある。
【図５】図４の２センサ間における経過時間を測定した結果を示すヒストグラムである。
【図６】図５のヒストグラムより求めた確率分布を示す図である。
【図７】相加平均による寄与度算出を説明するための図である。
【図８】検査結果DB101に格納される検査結果の一例を示す図である。
【図９】重回帰分析による寄与度算出を説明するための図である。
【図１０】図９のケースに重回帰分析を行って算出した偏回帰係数と、ロット名との関連
性を示す図である。
【図１１】寄与度の評価結果を示す図である。
【図１２】CADシステム上で部品の位置を特定する画面の例である。
【図１３】評価量の遷移及び寄与度の遷移を表すグラフである。
【図１４】寄与度の評価結果を示す図である。
【図１５】寄与度の評価結果を示す図である。
【図１６】工員に対する寄与度の遷移を示すグラフである。
【図１７】第２の実施形態に係る品質管理装置の構成を示すブロック図である。
【図１８】第３の実施形態に係る品質管理システムの構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　〔品質管理装置の構成〕
　図１は、第１の実施形態に係る品質管理装置の構成を示すブロック図である。品質管理
装置は、検査結果を格納する検査結果データベース（「検査結果DB」と略記される）101
と、製品検査結果関連部品検索手段103と、設計・生産情報検索手段104と、寄与度算出手
段105と、設計・生産情報表示手段106とから構成される。検査結果DB101は、製品の動作
ログや測定機器により取得した信号値を検査結果として保存する。
【００１３】
　図３は、複写機の紙搬送経路の一例を示す概略的な構成図である。複写機の紙搬送経路
には、センサA301と、ローラ302と、ガイド303と、センサB304とが備えられている。記録
媒体である紙305が紙搬送経路に搬送されると、紙305は、紙搬送経路をセンサA301、ロー
ラ302、ガイド303、センサB304の順に搬送される。
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【００１４】
　図８に、図３に示す複写機の紙搬送経路におけるセンサＡ301と、センサＢ304との区間
についての、本実施形態に係る検査結果を、一例として示す。図８を参照すると、区間の
情報803と、区間の情報803に紐付けされた部品ユニットの情報804、個体識別番号802、時
間801、及びセンサの反応時間ログ805とは、まとめて保存されていることが分かる。
【００１５】
　部品構成を表す部品構成情報は、BOM(Bills of Materials)として部品構成情報DB107に
格納されている。ここで云うBOMとは部品の一覧表である。部品構成情報データベース107
は、階層構造として表現可能な部品のアセンブリ情報を保持している。製品検査結果関連
部品検索手段103は、検査結果に含まれる部品ユニットの情報804を用いて部品構成情報DB
107を検索することで、関係する部品及び／又は部品ユニットを特定する。ここで云う「
部品ユニット」とは、部品の集合体である。たとえば、図３の紙搬送経路の例では、関連
する部品として、センサＡ301、ローラ302、ガイド303、及びセンサＢ304が特定される。
関連する部品及び／又は部品ユニットを特定した後、設計・生産情報検索手段104は、特
定した部品及び／又は部品ユニットに対して、この部品及び／又は部品ユニットに関連し
た設計・生産情報を特定する。設計・生産情報とは、部品のロット番号や部品を組み立て
た工員、製造装置、ソフトウェアのバージョン等、測定結果に影響を与える可能性のある
ものを指す。
【００１６】
　寄与度算出手段105は、検査結果DB101からの検査結果を用いて寄与度分析の算術処理を
行うことで、影響の大きい要因を抽出する。寄与度の算出方法については後述する。設計
・生産情報表示手段106は、抽出された要因を表示する。結果の表示内容については後述
する。
【００１７】
　〔動作フロー〕
　図２は、本実施形態に係る品質管理装置の動作フローを示すフローチャートである。本
実施形態では、検査結果DB101が更新された時点で、追加された個体の検査情報について
動作フローを開始する。また、本例では、１ユニットについてのフローを示しているが、
検査結果に複数のユニットがある場合、各ユニットについて同様のフローが適用される。
【００１８】
　まず、ステップS201において、検査結果DB101が更新されているか否かを判定する。検
査結果DB101が更新されていると判定された場合、処理はステップS202に進み、検査結果D
B101が更新されていないと判定された場合、処理は終了する。
【００１９】
　ステップS202において、製品検査結果関連部品検索手段103が、検査結果DB101から検査
結果を取得する。
【００２０】
　次に、ステップS203において、製品検査結果関連部品検索手段103が、検査結果が含む
ユニットの情報804を用いて部品構成情報DB107を検索し、関連する部品及び／又は部品ユ
ニットの情報を取得する。
【００２１】
　次に、ステップS204において、設計・生産情報検索手段104が、設計・生産情報データ
ベース108を検索し、部品及び／又は部品ユニットの情報に関連する設計・生産情報を取
得する。ここで、設計・生産情報DB108は、リレーショナルデータベースであり、部品及
び／又は部品ユニットの情報と、ロット番号、組み立てを行った工員等の情報とが関連付
けられて管理されている。
【００２２】
　次に、ステップS205において、寄与度算出手段105が、ステップS202で取得した検査結
果と、ステップS203で取得した部品及び／又は部品ユニットの情報と、ステップS204で取
得した設計・生産情報とから評価量を算出する。ここで云う「評価量」とは、設計・生産
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値であり、検査結果に算術処理を施した数値である。なお、評価量の算出処理の詳細につ
いては、例を挙げて後述する。
【００２３】
　次に、ステップS206において、寄与度算出手段105が、算出した評価量を用いて因子の
寄与度を算出する。なお、寄与度の算出処理の詳細については、例を挙げて後述する。
【００２４】
　次に、ステップS207において、設計・生産情報表示手段106が、算出された寄与度を設
計・生産情報因子に紐付けて表示する。
【００２５】
　〔評価量の算出〕
　ステップS205における評価量の算出処理について、例を２つ挙げて説明する。ただし、
評価量の算出処理は、以下に挙げるものに限らない。
【００２６】
　＜例１：設計値との差＞
　図４を参照しながら説明する。図４中の矢印401は、センサAの立ち上がりからセンサB
の立ち上がりまでの時間を表す。この時間から設計値を引いた値を評価量とする。１個体
に対して複数回検査を行った結果、１個体に対する複数個のデータがある場合は、算出し
た複数個の評価量を平均化したものを評価量とする。複数個体の結果を時間単位・日単位
・月単位で算出する場合も、複数個の評価量を平均化したものを評価量とする。
【００２７】
　＜例２：不具合が発生する累積確率＞
　図５は、図４のセンサA－センサB間の通過時間を複数回測定しヒストグラムで表示した
図である。図５には、設計値501、下限値502、及び上限値503と、通過時間の頻度504との
関係が表されている。通過時間の頻度504の平均μは以下の式（１）で計算され、
【００２８】
【数１】

【００２９】
通過時間の頻度504の分散σ２は以下の式（２）で計算される。
【００３０】
【数２】

【００３１】
ここで、Nは標本数であり、Xiは測定したセンサ間の通過時間である。
【００３２】
　中心極限定理より、図５のヒストグラムが正規分布に従うとき、図６のような確率分布
になる。図６中の下限値601は図５の下限値502であり、図６中の上限値602は図５の上限
値503である。ここで、値が下限値601より小さくなる確率と、値が上限値602より大きく
なる確率とを次の累積分布関数F(X)を用いて求めることにより、不具合の発生する確率Pf
ailを求めることができる。
【００３３】

【数３】

【００３４】
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【数４】

【００３５】
　不具合の発生する確率Pfailを評価量として用いる。なお、かかる評価量の算出手法に
関して、評価量を時間単位・日単位・月単位で算出する際は、複数個体の結果の平均、分
散から算出する。
【００３６】
　〔寄与度の算出〕
　ステップS206における寄与度の算出処理について、例を２つ挙げて説明する。ただし、
寄与度の算出処理は、以下に挙げるものに限らない。
【００３７】
　＜例１：相加平均による算出方法＞
　最初に、相加平均による算出方法について、図７を用いて説明する。図７には、検査結
果が検査結果DB101に保存されるような製品を特定するための個体識別番号と、製品ごと
に使用されている部品と、ステップS205で算出した評価量とが、まとめて表示されている
。本例では、個体識別番号0004に関するデータが新たに追加されたとき、個体識別番号00
04の製品を評価対象として、部品要素の寄与度を評価する。具体的には、個体識別番号00
04の製品に使われている部品のロットであるai、bi、ciのそれぞれについて寄与度を算出
し、算出した寄与度を比較する。本例では部品のロットのみについて説明するが、組み立
てを行った工員、製造装置、ソフトウェアのバージョン等、製品の性能を決定する全ての
要素について寄与度を算出することができる。
【００３８】
　図７中の各部品に関して矢印で示した区間は、ある部品に関して同一のロット番号の部
品が使用されていることを意味する。従って、矢印701は、ロットaiの部品aが個体識別番
号0004の製品のみに対して使用されていることを表している。また、矢印702は、ロットb

iの部品bが個体識別番号0002から0004の製品に対して使用されていることを表し、矢印70
3は、ロットciの部品cが個体識別番号0001から0004の製品に対して使用されていることを
表す。また、製品（個体）ごとに、ステップS205で評価量が算出されている（本例では、
設計値と、実測値との差を評価量として用いている）。各部品要素に関して、以下のよう
な評価量の相加平均を計算することで寄与度を算出し評価する。
【００３９】
【数５】

【００４０】
　図７の例では、aiの寄与度＝80/1＝80、biの寄与度＝(30+20+80)/3≒43.3、ciの寄与度
＝(10+30+20+80)/4＝35となるため、ロットaiの部品aを使用したことで設計値との誤差が
大きくなったことが分かる。
【００４１】
　また、寄与度の算出に関して、重要度や実績を踏まえた形で寄与度の評価をする場合は
、以下のように重み付けを行って他の要因の寄与度と比較することも可能である。
【００４２】

【数６】

【００４３】
　重み付けする例として、多くの製品で使用されている部品に関しては重要であるから、
重みを大きくすることで不具合発生時に寄与度の変動を敏感に感知することが考えられる
。また、他の例として、調達先の実績が少ない等詳細に影響を監視したい場合についても
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、重みを大きくすることで不具合発生時に寄与度の変動を敏感に感知することが考えられ
る。
【００４４】
　＜例２：重回帰分析による算出方法＞
　次に、重回帰分析による算出方法について、図９を用いて説明する。図９には、日付ご
とに、各部品のロットごとの使用数と、評価量とがまとめて表示されている。図９中の「
評価量」は、日付ごとの個体の評価量の平均値である。なお、本例では、日付ごとにデー
タをまとめているが、時間ごと、月ごと、年ごと等にデータをまとめて本方法を使用する
ことが可能であり、本発明は例に挙げたものに限定されない。
【００４５】
　本例では、評価対象日である「12/21」に使用した部品ロットを評価対象とし、評価量
である「設計値との差」に対して各部品ロットがどの程度寄与しているかを評価する。
【００４６】
　図９のケースに対して重回帰分析を行う。各日付について評価量を目的関数yとし、各
部品ロットの使用数を説明変数xとしたとき、以下のような線形結合で表せる。
【００４７】
【数７】

【００４８】
ここで、pは因子の数（本例では４）であり、nは標本数（本例では８）であり、εは残差
である。残差に注目すると
【００４９】
【数８】

【００５０】
となり、偏回帰係数は残差平方和が最小となるようなβ0・・・βnである。
【００５１】
　重回帰分析では、説明変数xがどの程度目的変数に寄与しているか、偏回帰係数を比較
することで確認できる。図１０に、算出された偏回帰係数を示す。図１０を参照すると、
ロットb2に対する偏回帰係数が0.879と数値が高いためロットb2の部品bを使ったことで設
計値との誤差が大きくなったことが分かる。なお、重回帰分析による算出方法においても
、相加平均による算出方法と同様に重み付けをしたうえで寄与度の評価を行うことが可能
である。
【００５２】
　〔算出処理結果の表示〕
　設計・生産情報表示手段106が算出処理結果（即ち、上で説明した評価量及び寄与度）
を表示する表示処理について、例を４つ挙げて説明する。ただし、設計・生産情報表示手
段106による表示処理は、以下に挙げるものに限らない。
【００５３】
　＜例１＞
　図１１に、寄与度算出手段105で算出された寄与度の評価結果の表示例であるテーブル
を示す。図１１のテーブルでは、寄与度が降順に順位付けされて表示されている。テーブ
ル中の１列目の成分は寄与度の順位であり、２列目の成分は要因であり、３列目の成分は
種別であり、４列目の成分は算出された寄与度であり、５列目の成分はCAD表示ボタンで
ある。CAD表示ボタンは、種別が「部品」の行のみにおいて表示される。本例では、要因
が「部品a-ロットa1」のCAD表示ボタン1101を押下すると、図１２に示すようなCADシステ
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ム上で部品の位置を特定する画面が表示される。図１２中の符号1201はロットa1の部品a
のCADシステム上の位置を指す。図１２に示すように、この画面では、表示をロットa1の
部品a のCADシステム上の位置へフォーカスし、さらに、部品位置をハイライト表示する
。
【００５４】
　＜例２＞
　図１３に、寄与度を用いて部品を評価する際に利用する表示例を示す。図１３（ａ）は
、製品ごとに算出した評価量のグラフ表示であり、図１３（ｂ）は、製品ごとの各部品に
対する寄与度の変動を表すグラフである。図１３中の符号1303は部品aの寄与度変化を示
し、符号1304は部品bの寄与度変化を示す。本表示方法では、評価量の変動と、寄与度の
変動とを並列で表示しており、使用している部品ロットの区間を矢印1305で表示している
。
【００５５】
　本例では、寄与度の変動を見るために寄与度を算出する際、蓄積してきたすべてのデー
タを対象にして寄与度を算出するのではなく、直近のｎ個のデータを対象にして寄与度を
算出する。不具合に関する評価量が増加した際に、図１３（ａ）及び図１３（ｂ）のグラ
フを確認することで、どの要因が不具合の主な原因となっているのか特定することができ
る。本例では、評価量の増加と、部品bについてロットb2に変更した際の寄与度の増加と
が同期しているため、評価量の増加はロットb2に依るところが大きいことが分かる。
【００５６】
　＜例３＞
　図１４に、寄与度算出手段105で算出された寄与度の評価結果の表示例であるテーブル
を示す。図１４のテーブルでは、同一部品における各ロットに対する寄与度が降順に順位
付けされて表示されている。テーブル中の１列目の成分は寄与度の順位であり、２列目の
成分は要因即ちロット番号であり、３列目の成分は寄与度である。かかる寄与度評価結果
の表示から、部品ロットごとの寄与度を確認することで部品の組み合わせ評価を実行する
ことができる。たとえば、部品aに関してロットa2の寄与度が低く、部品bに関してロット
b1の寄与度が低いとき、ロットa2の部品a 及びロットb1の部品bを用いて製品を作ること
で品質の向上が図れる。
【００５７】
　＜例４＞
　図１５に、寄与度を用いて工員を評価した結果の表示例であるテーブルを示す。図１５
のテーブルでは、工員に対する寄与度が降順に順位付けされて表示されている。テーブル
中の１列目の成分は寄与度の順位であり、２列目の成分は要因即ち工員名であり、３列目
の成分は寄与度である。かかる寄与度評価結果の表示から、不具合要因としての組み立て
工員を評価することができる。
【００５８】
　図１６は、図１３（ｂ）と同様に算出した日付ごとの工員に対する寄与度の変動例のグ
ラフである。図１６中の符号1601は工員Aの寄与度変動を示し、符号1602は工員Bの寄与度
変動を示す。図１６を参照すると、工員A及び工員Bの成熟度が上がるにつれて不具合への
寄与度が低下していることを確認することができる。また、本評価結果を用いて組み立て
難易度の高い作業に成熟度の高い人員を配置する等、人員活用方法にも本評価結果を用い
ることができる。
【００５９】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。なお、以下の説明では、第２の実施形態にお
ける第１の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
【００６０】
　図１７は、第２の実施形態に係る品質管理装置の構成を示すブロック図である。図１７
に示すように、第２の実施形態に係る品質管理装置は、検査結果DB101と、製品検査結果
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生産情報表示手段106とから構成される。第２の実施形態に係る品質管理装置は、他製品
検査結果データベース109をさらに備え、この点において第１の実施形態と相違する。
【００６１】
　本実施形態では、寄与度算出手段105が寄与度を算出する際に、検査結果DB101からの検
査結果に加えて他製品検査結果DB 109からの検査結果を用いる。寄与度算出手段105は、
製品の性質を決定する要素(工員、製造装置、部品ロットなど)の中で、異なる製品間で共
通する要素に対して、検査結果DB101に格納された検査結果及び他製品検査結果DB109に格
納された検査結果を用いて寄与度を算出する。
【００６２】
　異なる製品の検査結果を用いることで寄与度算出対象のデータが増加するので、算出す
る寄与度の精度を上げることができる。また、新規製品の生産の際など、検査結果DB101
に検査結果が十分に蓄えられていない場合であっても、算出する寄与度の精度を上げるこ
とが可能となる。
【００６３】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。なお、以下の説明では、第３の実施形態にお
ける第１の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
【００６４】
　図１８は、第３の実施形態に係る品質管理システムの構成を示すブロック図である。図
１８に示すように、第３の実施形態では、検査結果を検査結果DB101に蓄える際、ネット
ワーク110を介して製品111から出力された検査結果を収集している。かかる構成により、
たとえば、複数の生産ラインで複数台の製品を同時に組み立てて、組み立てた製品を同時
に評価する必要がある場所（工場など）においても、複数台の製品について並列かつリア
ルタイムにデータを収集することが可能となる。また、市場で稼働する機器をネットワー
クに接続して図１８に示すようなシステムを構築することによって、リアルタイムな機器
監視が可能となる。このようなシステムは、故障診断や故障予知等のサービスに活用する
ことができる。
【００６５】
　上記実施例では、寄与度を不具合に寄与する指標として説明したが、不具合の少なさ（
製品の良さ）を示す指標として求めてもよい。
【００６６】
　（その他の実施形態）
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによっても達成される。即ち、上述
した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。この場合、記
憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現すること
になり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構
成することになる。
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